
 

令和 5 年 11 月 15 日 

関係事業主 各位 

 

（一社）松本労働基準協会 

 

講習会に係る 1 月の受付開始日「変更」について 

 

 日頃より当協会の業務運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

講習会の受付開始日が変更となりましたので、下記の通りご案内申し上げます。 

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

令和 6 年 1 月 4 日（木） → 令和 6 年 1 月 5 日（金） 

（※ 2 月 14 日から 3 月 13 日 講習開催分） 

 

以上 

 


